
 

 

 

名張市医療費の助成に関する条例の一部改正について 

 

１．改正の趣旨及び背景 

医療費の助成を受ける際の利便性の向上を目的とした国の制度整備に伴い、受給資格

証の提示に代えて、保険医療機関において個人番号カードを利用したオンラインによる

受給資格の確認をできることとするため、所要の改正を行うものです。 

                                 

２．主な改正内容 

個人番号カード及びオンライン資格確認端末により、保険医療機関が受給資格に係る

情報を取得及び閲覧することができるときは、受給資格証を提示したものとみなすこと

とします。 

 

３．施行期日 

公布の日から施行します。 

 

令和８年２月３日 

教育民生委員会協議会資料 

市民部 保険年金室 


